


＜訂正＞知的財産法プログラム 

2 (8) 問題訂正（下線） 

 

【訂正前】 

(8)他人の登録商標に類似する商標を使用する行為は、使用者が当該登録意匠を知ら

ない場 合であっても、商標権侵害となる。 

 

【訂正後】 

(8)他人の登録商標に類似する商標を使用する行為は、使用者が当該登録商標を知ら

ない場 合であっても、商標権侵害となる。 

 

  

 

 






